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別表第７ 解体用機械 

7.1 油圧ブレーカ 

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準 

7.1.1 

原動機 

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適

用すること。 

7.1.2 

動力伝達装置 

7.1.3 

走行装置 

7.1.4 

操縦装置 

7.1.5 

制動装置 

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式

のものに限る。）」又は「3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（

ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

7.1.6 

作業装置 

⑴

本
体

ａ ブレーカ上部 ① 封入ガス圧力を調べる。

異常がある場合は、石けん水

等を用いてガス漏れの有無を調

べる。 

① 封入ガス圧力が当該車体の構造

及び性能に照らし、適正な範囲に

あること。

② 取付けボルト及びナットの緩み

及び脱落の有無を調べる。

② 緩み及び脱落がないこと。

ｂ シリンダー ① 油漏れの有無を調べる。 ① 油漏れがないこと。

② ピン穴部の亀裂及びブラケット

はめ合い部の摩耗の有無を調べる

。

② 亀裂及び著しい摩耗がないこと

。

③ 取付けボルト及びナットの緩み

及び脱落の有無を調べる。

③ 緩み及び脱落がないこと。

ｃ ブレーカ下部 ① 亀裂、損傷及び摩耗の有無を調

べる。

① 亀裂、損傷及び著しい摩耗がな

いこと。

② 取付けボルト及びナットの緩み

及び脱落の有無を調べる。

② 緩み及び脱落がないこと。

③ チゼルしゅう動部のブシュの摩

耗量を調べる。

③ 摩耗量が当該車体の構造及び性

能に照らし、適正な範囲にあるこ

と。

④ チゼルしゅう動部からの油漏れ

の有無を調べる。

④ 著しい油漏れがないこと。

⑤ チゼルしゅう動部の給脂状態を

調べる。

⑤ 給脂が十分であること。

ｄ アキュムレー

ター

① ブレーカを作動させ、ホースの

異常な振れ、打撃のむら打ち、異

音その他異常の有無を調べる。

① ホースの異常な振れ、打撃のむ

ら打ち、異音その他異常がないこ

と。

② 接続部からの油漏れの有無を調

べる。

② 油漏れがないこと。

ｅ チゼル保持ピ

ン 

亀裂、変形及び摩耗の有無を調べ

る。 

亀裂、変形及び著しい摩耗がない

こと。 

ｆ チゼル保持ピ

ン用抜け止めピ

ン

亀裂、変形及び摩耗の有無を調べ

る。 

亀裂、変形及び著しい摩耗がない

こと。 
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ｇ チゼル 破砕先端部、本体との間のしゅう

動部、打撃受け面その他の部分の亀

裂、変形及び摩耗の有無を調べる。 

亀裂、変形及び著しい摩耗がない

こと。 

⑵

等

ａ ブラケット ① 亀裂、変形及び摩耗の有無を調

べる。

① 亀裂、変形及び著しい摩耗がな

いこと。

② 取付けピン及びブシュの亀裂、

変形及び摩耗の有無を調べる。

② 亀裂、変形及び著しい摩耗がな

いこと。

③ ピンシールの損傷の有無を調べ

る。

③ 損傷がないこと。

④ 取付けボルト及びナットの緩み

及び脱落の有無を調べる。

④ 緩み及び脱落がないこと。

ｂ 緩衝材 防振ゴムその他の緩衝材の金具、

ゴム及び合成樹脂の亀裂、摩耗及び

劣化の有無を調べる。 

亀裂、著しい摩耗及び劣化がない

こと。 

⑶

等

ａ ブーム、アー

ム及びリンク

別表第３の「3.1.4 作業装置」の「⑴ ブーム、アーム、バケット及び

リンク」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｂ 散水配管 ① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣

化及びねじれの有無を調べる。

① 亀裂、ひび割れその他損傷、劣

化及びねじれがないこと。

② 取付け状態並びにボルト及びナ

ットの緩み及び脱落の有無を調べ

る。

② 取付け状態が適正で、かつ、ボ

ルト及びナットの緩み及び脱落が

ないこと。

7.1.7 

油圧装置 

⑴ 作動油タンク

⑵ フィルター

⑶ 配管（ホース類、

高圧パイプに限る。

）

⑷ 油圧ポンプ

⑸ 油圧モーター

⑹ 油圧シリンダー（

作業機用、アウトリ

ガー用に限る。）

⑺ 方向制御弁

⑻ 電磁弁

⑼ 圧力制御弁

⑽ 流量制御弁

⑾ 逆止め弁（起伏装

置用、伸縮装置用を

含む。）

⑿ 回転継手

⒀ オイルクーラー

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。 

7.1.8 

操作装置 

操作レバー等 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

7.1.9 

安全装置 

7.1.10 

車体関係 

⑴ 作業範囲規制装置 ① 作業装置を作動させ、自動停止

装置及び警報装置の作動の適否を

調べる。

① 正常に作動すること。

② 各機器の損傷の有無を調べる。 ② 損傷がないこと。

③ ケーブル及びコードの損傷及び

断線の有無並びに絶縁の状態を調

べる。

③ 損傷及び断線がなく、かつ、絶

縁が良好であること。
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④ ケーブル及びコードの接続部及

び端子部のカバーを開けて、腐食

、焼損及び緩みの有無を調べる。

④ 腐食、焼損及び緩みがないこと

。

⑤ 取付け状態を調べる。 ⑤ 取付け状態が適正であること。

⑵ 水準器 ① 水準器の作動の適否を調べる。 ① 正常に作動すること。

② 損傷の有無及び取付け状態を調

べる。

② 損傷がなく、かつ、取付け状態

が適正であること。

⑶ 角度計 ① 起伏角度の範囲内で起伏操作を

行い、作動の適否を調べる。

① 正常に作動すること。

② 角度計の損傷の有無及び目盛等

の鮮明度を調べる。

② 損傷がなく、かつ、目盛等が鮮

明であること。

③ 取付け状態を調べる。 ③ 取付け状態が適正であること。

⑷ 下部架台フレーム

及びブラケット（ク

ローラフレームを含

む。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）」の検査方

法及び判定基準を適用すること。 

⑸ ａ ビーム、ビー

ムボックス及び

フロート（ホイ

ール式のものに

限る。）

ｂ ロック及びロ

ックピン等（ホ

イール式のもの

に限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方

法及び判定基準を適用すること。 

⑹ 旋回フレーム及び

ブラケット

⑺ 旋回ベアリング及

び旋回ギヤ

⑻ 旋回減速機

⑼ 旋回ロック

⑽ ペダルロック及び

レバーロック

⑾ キャブ（ヘッドガ

ードを含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

⑿ 飛来物防護設備 亀裂、変形及び腐食の有無を調べ

る。 

亀裂の存在が疑われる場合は探傷

器等で調べる。 

亀裂、著しい変形及び腐食がない

こと。 



112 

⒀ カウンターウェイ

ト

⒁ 座席

⒂ シートベルト

⒃ 昇降設備及び滑り

止め

⒄ 表示板

⒅ スイッチ類及び灯

火類（灯火装置、警

報装置、方向指示器

、窓拭き器、デフロ

スターを含む。）

⒆ 計器類（油圧計、

空圧計、電流計、燃

料計、油温計、水温

計、表示灯を含む。

）

⒇ 後写鏡及び反射鏡

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

(21) 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ

式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 

7.1.11 

総合テスト 
走行及び各作業装置の操作を行い

、機能することを確認し、異常振動

、異音及び異常発熱の有無を調べる

。 

各装置が正常に機能し、かつ、異

常振動、異音及び異常発熱がないこ

と。  
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7.2 空圧ブレーカ 

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準 

7.2.1 

原動機 

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を適

用すること。 

7.2.2 

動力伝達装置 

7.2.3 

走行装置 

7.2.4 

操縦装置 

7.2.5 

制動装置 

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式

のものに限る。）」又は「3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（

ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

7.2.6 

作業装置 

⑴

本
体

ａ ブレーカ上部 ① 接続部の緩みの有無を調べる。 ① 緩みがないこと。

② 取付けボルト及びナットの緩み

及び脱落の有無を調べる。

② 緩み及び脱落がないこと。

ｂ シリンダー ① ピン穴部の亀裂及びブラケット

はめ合い部の摩耗の有無を調べる

。

① 亀裂及び著しい摩耗がないこと

。

② 取付けボルト及びナットの緩み

及び脱落の有無を調べる。

② 緩み及び脱落がないこと。

ｃ ブレーカ下部 ① 亀裂、損傷及び摩耗の有無を調

べる。

① 亀裂、損傷及び著しい摩耗がな

いこと。

② 取付けボルト及びナットの緩み

及び脱落の有無を調べる。

② 緩み及び脱落がないこと。

③ チゼルしゅう動部のブシュの摩

耗量を調べる。

③ 摩耗量が当該車体の構造及び性

能に照らし、適正な範囲にあるこ

と。

④ チゼルしゅう動部の給脂状態を

調べる。

④ 給脂が十分であること。

ｄ チゼル保持ピ

ン 

ｅ チゼル保持ピ

ン用抜け止めピ

ン

ｆ チゼル 

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

⑵ ブラケット この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

⑶

空
圧
装
置

ａ エアホース ① ひび割れその他損傷及び劣化並

びに継手部分の緩み及びエア漏れ

の有無を調べる。

① ひび割れその他損傷及び劣化並

びに継手部分の緩み及びエア漏れ

がないこと。

② クランプの状態を調べる。 ② クランプの状態が適正であるこ

と。

ｂ 操作弁 操作して作動の適否を調べる。 正常な打撃で、かつ、むら打ちが

なく、かつ、確実に停止すること。 

ｃ ラインオイラ

ー 

油量及び油の汚れの有無を調べる

。 

油量が適正で、かつ、汚れがない

こと。 
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⑷

等

ａ ブーム、アー

ム及びリンク

ｂ 散水配管

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

7.2.7 

油圧装置 

7.2.8 

操作装置 

7.2.9 

安全装置 

7.2.10 

車体関係 

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

7.2.11 

総合テスト 

走行及び各作業装置の操作を行い

、機能することを確認し、異常振動

、異音及び異常発熱の有無を調べる

。 

各装置が正常に機能し、かつ、異

常振動、異音及び異常発熱がないこ

と。 
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7.3 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機 

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準 

7.3.1 

原動機 

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方法及び判定基準を

適用すること。 

7.3.2 

動力伝達装置 

7.3.3 

走行装置 

7.3.4 

操縦装置 

7.3.5 

制動装置 

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ

式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベ

ル（ホイール式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用するこ

と。

7.3.6 

作業装置 

⑴

圧
砕
具
及
び
解
体
用
つ
か
み
具

a フレーム（上部

フレーム及び下

部フレームに限

る。）

① 亀裂、変形及び摩耗の有無を

調べる。

 亀裂の存在が疑われる場合は

探傷器等で調べる。 

① 亀裂、変形及び著しい摩耗がな

いこと。

② 取付けピン及びブシュの亀裂

、変形及び摩耗の有無を調べる

。

② 亀裂、変形及び著しい摩耗がな

いこと。

③ ピンシールの損傷の有無を調

べる。

③ 損傷がないこと。

④ 取付けボルト及びナットの緩

み及び脱落の有無を調べる。

④ 緩み及び脱落がないこと。

ｂ

旋
回
装
置

イ 旋回ベア

リング及び

旋回ギヤ

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用するこ

と。 

ロ 旋回制御

器（鉄骨切

断機及びコ

ンクリート

圧砕機のも

のに限る。

）

① 効き具合を調べる。 ① 効き具合が適正であること。

② 旋回中の異音の有無を調べる

。

② 異音がないこと。

③ 取付けボルト及びナットの緩

み及び脱落の有無を調べる。

③ 緩み及び脱落がないこと。
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ｃ

油
圧
装
置

イ 油圧モー

ター（旋回

用に限る。

）

ロ 回転継手

ハ 配管（ホ

ース類、高

圧パイプに

限る。）

ニ 油圧シリ

ンダー（開

閉用に限る

。）

ホ 方向制御

弁

へ 電磁弁 

ト 圧力制御

弁

チ 流量制御

弁

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること

。 

ｄ

び
つ
か
み
部

イ 切断アー

ム、圧砕ア

ーム及びつ

かみアーム

亀裂、変形及び摩耗の有無を調

べる。 

亀裂の存在が疑われる場合は探

傷器等で調べる。 

亀裂、変形及び著しい摩耗がない

こと。 

ロ カッター

（鉄骨切断

機及びコン

クリート圧

砕機のもの

に限る。）

① 亀裂、欠け及び摩耗の有無を

調べる。

亀裂の存在が疑われる場合は

探傷器等で調べる。 

① 亀裂、欠け及び著しい摩耗がな

いこと。

② ボルトの緩み及び脱落の有無

を調べる。

② 緩み及び脱落がないこと。

ハ つかみリ

ンク（解体

用つかみ機

に限る。）

① 亀裂、変形及び摩耗の有無を

調べる。

亀裂の存在が疑われる場合は

探傷器等で調べる。 

① 亀裂、変形及び著しい摩耗がな

いこと。

② 取付けピン及びブシュの亀裂

、変形及び摩耗の有無を調べる

。

② 亀裂、変形及び著しい摩耗がな

いこと。

③ ピンシールの損傷の有無を調

べる。

③ 損傷がないこと。

④ 取付けボルト及びナットの緩

み及び脱落の有無を調べる。

④ 緩み及び脱落がないこと。

ニ 圧砕ポイ

ント及びつ

かみポイン

ト

脱落、がた及び摩耗の有無を調

べる。 

脱落、がた及び著しい摩耗がない

こと。 
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⑵

等

ａ ブーム、アー

ム及びリンク

ｂ 散水配管 

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用するこ

と。 

7.3.7 

油圧装置 

7.3.8 

操作装置 

7.3.9 

安全装置 

7.3.10 

車体関係 

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定基準を適用するこ

と。 

7.3.11 

総合テスト 

走行及び各作業装置の操作を行

い、機能することを確認し、異常

振動、異音及び異常発熱の有無を

調べる。 

各装置が正常に機能し、かつ、異

常振動、異音及び異常発熱がないこ

と。 




